


HP
　令和８年度　社協賛助会員　入会申込書　
令和　　　年　　　月　　　日
（あて先）
千葉市社会福祉協議会会長
千葉市社会福祉協議会の趣旨に賛同し、下記のとおり入会を申し込みます。
申込先の□に✓印を入れて、申込口数をご記入ください。
	お住まいの地区の地域福祉活動に活かしたい
□　地区部会
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地区部会）
※空欄の場合、住所・所在地の該当する地区部会となります
地区部会（地域の福祉活動を実践する住民団体）の活動資金として、より地域に密着した福祉活動に活かされます。
１口  　３，０００円　　（　　　　　口）
１口  １０，０００円＊　（　　　　　口）
＊社協だより・ＨＰへの掲載（希望者のみ）
	市社協が行う事業に活かしたい
□　市社協
地区部会活動（ふれあい事業）への助成や、市社協のＰＲ、会員募集の広報活動、福祉教育支援事業など、千葉市全域を対象とした地域福祉活動や事業に活かされます。

１口  　３，０００円　　（　　　　　口）
１口  １０，０００円＊　（　　　　　口）
＊社協だより・ＨＰへの掲載（希望者のみ）


合計　　　　　　　　　　　　　　円　
	①氏名・名称
※社協だより・ＨＰへの掲載名義となります
	ふりがな

	
	

	②住所・所在地
	〒　　　　　　　-


	③連絡先　　電　話
ＦＡＸ
Ｅ－ｍａｉｌ
	（　　　　　　　）　　　　　　―
（　　　　　　　）　　　　　　―
　　　　　　　　　　　　＠
	④担当者名（法人・団体等の場合）

	※個人情報の保護及び社協だより・ホームページへの掲載について
記載いただきました個人情報は、本会個人情報保護規程に基づき保護され、会員向け配布物の送付及び本会が会員の把握を行う目的以外には使用いたしません。
ただし、賛助会員（１口１０，０００円）につきましては、本会が発行する広報紙「ちばし社協だより」及び本会ホームページ内にお名前を掲載させていただきます。掲載を希望しない場合は、下記の□に印を入れてください。
□　希望しない：社協だより
□　希望しない：ホームページ
本会ホームページへのお名前掲載時、本会ホームページとのリンク設定を希望する場合は、下記にリンク先ＵＲＬをご記入ください。なお、リンク先Ｗｅｂページ内容の範囲は、社会福祉法人千葉市社会福祉協議会広告掲載要綱第４条及び社会福祉法人千葉市社会福祉協議会広告掲載基準の規定に準ずるものとします。
リンク先ＵＲＬ：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※原則トップページのみ


＜送付先＞　ＦＡＸ：043-312-2886　　メール：suisin@chiba-shakyo.jp
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